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品質不正発覚時の初動対応

⚫品質不正の発覚時においては、時に人の生命・身体に影響を及ぼす可能性があるため、迅

速な初動対応が必要不可欠です。自社の事業継続を左右する最重要事項で、初動の事

案評価がその後の動きを決定づけるため、大きな枠組の中で、経営レベルでの判断が求めら

れます。

工場の稼働停止、人の生命・身体に影響を及ぼす可能性がある品質不正の発覚時
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① 事実（いつ、どこで、何が起きたのか）の把握

② 事案認識経路の確認

③ 事案に関連した問い合わせ、報道の把握 など

1. 発生事象の確認と情報収集

① （人の生命・身体に影響を及ぼす可能性がある場合）速やかな周知、監督

官庁への報告要否、会見要否の検討

② 影響度の検討、二次被害防止（出荷停止判断等想定される事象の対処）

③ （健康被害等が出ている場合）被害者の救済 など

2. 安全面の確保／二次被害の防止

① 対策本部の立ち上げ（責任者の任命・事務局の設置・専門家起用）

② 調査委員会の設置検討（設置の場合は、委員の指名、委員会設置のプレス

リリース）

③ 情報集約、エスカレーションルートの確定

④ ロジスティクス管理（リソースの確保・インフラの整備） など

3. 有事対応体制の構築

① 監督官庁との連携

② 事業への影響度の把握および取引先との連携

③ その他ステークホルダーの特定および対応方針の策定

④ 問い合わせ対応体制の構築（コールセンター設置など）

⑤ 対策本部への情報集約開始および個別発生事象への対応 など

5. 被害者・取引先等のステークホルダー対応

① 通常業務の継続可否判断（社内情報共有含む）

② 事実認定および原因調査方針の検討

③ 情報発信方法の決定（個別連絡／プレス／会見／HP掲載等） など

4. 有事対応方針検討
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品質不正発覚時のステークホルダー

事案の詳細、それに対する社内の対応状況、外部の認識状況を把握することが望まれる。

企業の社会的責任を果たすため、影響範囲を速やかに特定し、適切な周知が求められる。

証拠保全を迅速かつ慎重に行い、証拠の隠滅を防ぐため機密保持には細心の注意を払う。

外部リソースの活用が危機収束の近道である。

ステークホルダーに対し、真摯かつ一貫した対応を実行する。

対応時のポイント

TEL ：0120-123-281 (平日9:00-17:00受付）

Mail：dt_emergency@tohmatsu.co.jp危機管理センター

マスコミ

捜査当局

投資家

監督官庁 取引先・顧客

報告

連絡

被害範囲確認

被害対応

説明責任

金融機関

消費者対象会社調査委員会

株主

説明責任・情報開示

調査協力

従業員

調査協力の要請

会社への不信感のケア 等
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